
みつわ工業有限会社 

 

【宣言内容】                          認定日：令和６年１２月３日 

 

 本社（事業所）は、従業員の仕事と子育ての両立を応援するために、次の取組を行うことを宣言します。 

 

 ■宣言内容 

（１） 子供を持つ従業員の学校行事等の活動への積極的参加を推奨します。 

（２） 有給休暇の計画的取得を推奨します。 

 （３）仕事と育児が両立できる職場環境づくりに努めます。 

 

【企業・団体等の概要】 

項   目 内      容 

所 在 地 〒６９８－００２１ 島根県益田市幸町１－３８ 

業   種 建設業 

事業内容 
建築物解体工事、仮設工事、土木工事 

 

従業員 
３０人    (うち女性         ２人) 

        (うち非正規従業員     0 人) 

ＨＰアドレス https://mitsuwa-kougyou.co.jp 

 


